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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２７年７月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２６年６月２日 １０時３０分ごろ 

発生場所 三重県志摩市大王埼南方沖 

大王埼灯台から真方位１７６°１７海里付近 

（概位 北緯３３°５９.５８′ 東経１３６°５５.４０′） 

インシデント調査の経過  平成２６年６月５日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）ほか 1人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 長丸
なが

、５.８トン 

２７０－４７０９８宮城、株式会社狭山リサイクル 

１２.０９ｍ（Lr）×３.０１ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２３.００kＷ、平成２３年７月 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免 許 登 録 日 平成８年２月１日 

免許証交付日 平成２３年２月７日 

（平成２８年２月６日まで有効） 

死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人を乗せ、静岡県下田市下

田港に向けて大王埼南方沖を北東進中、船長が、主機を回転数毎分５

５０のアイドリング状態として停船し、同乗者と食事を済ませた後、

平成２６年６月２日１０時３０分ごろクラッチを投入したところ、主

機から「ガラガラ」という異音が発生した。 

船長は、主機を一旦停止させて点検したものの原因が分からず、主

機の負荷運転を断念し、無線機で海上保安庁に救助を要請した。 

本船は、来援した巡視艇にえい
．．

航されて三重県志摩市波切漁港に入

港した。 

本船は、本インシデント後、トレーラーで広島県呉市の修理会社に

運ばれて主機の開放点検が行われ、２番シリンダの吸気弁及び排気弁

の弁棒が折損し、シリンダライナに亀裂が、ピストン頂部に打痕等

が、それぞれ発生していることが判明した。 
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（写真１ 主機２番シリンダのシリンダヘッド、写真２ 主機２番シ

リンダのピストン 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

主機は、過給機付き直列立型４サイクル６シリンダディーゼル機関

であり、各シリンダには船首方向から順に番号が付けられ、各シリン

ダヘッドには、吸気弁及び排気弁がそれぞれ２本ずつ組み込まれてい

た。 

船長は、中古の本船を平成２６年５月ごろに販売会社から購入し、

本船での初めての航海であった。 

本船は、建造後約３年が経過していたが、機関の総運転時間は約５

０時間であった。 

販売会社は、本船を販売する前に主機の潤滑油等の消耗品を交換し

たが、開放検査は行わなかった。 

船長は、海上保安庁に通報した後、無線機及び空調機用の船内電源

を確保するため、主機をアイドリング状態で運転して主機直結発電機

を運転していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし  

本船は、大王埼南方沖において、船長が、主機をアイドリング状態

として停船した後、クラッチを投入した際、２番シリンダの吸気弁又

は排気弁の弁棒が折損して脱落したことから、その折損片がシリンダ

ヘッドとピストンとの間で挟撃され、異音を発するとともにピストン

及びシリンダヘッド等を損傷して主機の負荷運転ができなくなり、運

航不能となったものと考えられる。 

主機は、本インシデント後も運転が続けられたことから、２番シリ

ンダの吸気弁及び排気弁、ピストン、シリンダヘッド等に損傷が拡大

した可能性があると考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、大王埼南方沖において、船長が、主機

をアイドリング状態として停船した後、クラッチを投入した際、２番

シリンダの吸気弁又は排気弁の弁棒が折損して脱落したため、その折

損片がシリンダヘッドとピストンとの間で挟撃され、異音を発すると

ともにピストン及びシリンダヘッド等を損傷して主機の負荷運転がで

きなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・中古艇は、機関の年式や運転時間では使用状況や不具合等が判断

できないことを念頭において、点検及び整備を行うこと。 
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・機関に異常を認めた場合は、即座に停止して損傷の拡大を防止す

ること。 

 

写真１ 主機２番シリンダのシリンダヘッド 
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写真２ 主機２番シリンダのピストン 

拡大 

拡大 

ピストン頂部 

排気弁 吸気弁 


